
高知県畜産競争力強化整備事業費補助金交付要綱一部改正新旧対照表

改正後

第１条～７条（略）

（補助事業の変更）

第８条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとす

るときは、あらかじめ別表第３に掲げる補助事業変更承認申請書１部を知事に提

出し、その承認を受けなければならない。

（１） （略）

（２）別表第１の補助対象経費欄の１の（４）とそれ以外の経費の相互間において

経費を流用する場合

（３）～（４） （略）

（５）別表第１の補助対象経費欄の１の（１）、（２）及び（３）の経費に係る補助

金の増加又は 30 パーセントを超える減少の場合

２ （略）

第９条～第 17条 （略）

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和９年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基
づき交付された補助金については、第７条第４号及び第５号、第 10条第３項、第
13条、第 14条並びに第 16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

第１条～７条（略）

（補助事業の変更）

第８条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとす

るときは、あらかじめ別表第３に掲げる補助事業変更承認申請書１部を知事に提

出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表第１の補助対象経費の欄

に掲げる１及び２の事業の相互間における経費の流用をしてはならない。

（１） （略）

（２）別表第１の補助対象経費欄の１の（４）とそれ以外の経費の相互間、２の（１）

及び（２）の経費の相互間において経費を流用する場合

（３）～（４） （略）

（５）別表第１の補助対象経費欄の１の（１）、（２）及び（３）若しくは２の（１）

の経費に係る補助金の増加又は 30パーセントを超える減少の場合

２ （略）

第９条～第 17 条（略）

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に
基づき交付された補助金については、第７条第４号及び第５号、第 10条第３項、
第 13条、第 14条並びに第 16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



附 則

この要綱は、令和４年４月 12日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年 月 日から施行する。

別表第１

附 則

この要綱は、令和４年４月 12日から施行する。

［新設］

別表第１



２ 畜産環境対策整備事業［削除］



別表第２ （略）

別表第３

別表第２ （略）

別表第３



２ 畜産環境対策整備事業［削除］

２～５（略） ２～５（略）































別記第１－２号様式［削除］







別紙［削除］



第２－２号様式［削除］



第３－２号様式［削除］



第４－２号様式［削除］



第５－２号様式［削除］



第６－２号様式［削除］



第７－２号様式［削除］





第８－２号様式［削除］



第９－２号様式［削除］



別紙１－２［削除］



別紙２－２［削除］

別紙３－２［削除］



第 10－２号様式［削除］



第 11－２号様式［削除］


